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第 3 章 学校施設整備の基本方針 

 

１. 学校施設の規模・配置計画等の方針 

(1) 適正配置の方策 

宇佐市の学校施設の適正な規模については、適正な学級数の基準として、次のように

定めています。 

 

【宇佐市が定める学校の適正な規模】 

  小学校 ６学級以上 

  中学校 ３学級以上 
  ※いずれも１学年１学級以上を原則とする 
  ※この基準の数には特別支援学級の数は含めない 

  ※標準学級数とする 

 

宇佐市の基準にあてはめると、小学校のうち小規模校が１１校、適正規模校が１３校、

中学校は７校全てが適正規模校に分類されます。また、小学校２４校のうち１１校が複

式学級となっています。 

児童・生徒数は引き続き減少傾向にある反面、宇佐地域の市街地中心部における児童・

生徒数の増大（駅館小、豊川小、駅川中）など、学校規模の二極化が進んでいます。この

ため、宇佐市においては、将来の人口動向を注視しつつ、学校規模の適正化を検討する必

要があります。 

 

 

表：小学校別の児童数、学級数（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６学級以上
（中学校３学級以上）

規模 小規模 適正規模

小学校 11校 13校

中学校 － 7校

学級数 ５学級以下

単位：人、クラス

小学校 天津小学校 長峰小学校 横山小学校 糸口小学校 高家小学校 八幡小学校

児童数 79 57 20 73 82 110

学級数 7 6 3 7 8 7

（うち特別支援学級） 1 1 0 1 2 1

小学校 四日市北小学校 柳ヶ浦小学校 長洲小学校 和間小学校 封戸小学校 北馬城小学校

児童数 308 201 180 87 9 62

学級数 15 9 9 7 3 6

（うち特別支援学級） 3 3 3 1 0 1

小学校 宇佐小学校 西馬城小学校 駅館小学校 豊川小学校 四日市南小学校 深見小学校

児童数 98 21 408 323 256 32

学級数 8 3 14 12 11 4

（うち特別支援学級） 2 0 1 1 1 0

小学校 安心院小学校 津房小学校 佐田小学校 南院内小学校 院内中部小学校 院内北部小学校

児童数 107 27 26 9 51 70

学級数 8 3 3 3 5 7

（うち特別支援学級） 2 0 0 0 0 2
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表：中学校別の生徒数、学級数（令和２年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：学校別の学級数による分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

単位：人、クラス

中学校 北部中学校 西部中学校 長洲中学校 宇佐中学校 駅川中学校

生徒数 177 308 251 115 309

学級数 8 12 9 5 10

（うち特別支援学級） 2 3 2 1 1

中学校 安心院中学校 院内中学校

生徒数 106 83

学級数 3 6

（うち特別支援学級） 0 3

長峰小学校 佐田小学校 天津小学校 和間小学校

横山小学校 南院内小学校 糸口小学校 宇佐小学校

封戸小学校 院内中部小学校 高家小学校 駅館小学校

北馬城小学校 院内北部小学校 八幡小学校 豊川小学校

西馬城小学校 四日市北小学校 四日市南小学校

深見小学校 柳ヶ浦小学校 安心院小学校

津房小学校 長洲小学校

北部中学校 院内中学校

西部中学校

長洲中学校

宇佐中学校

駅川中学校

安心院中学校

小学校

－

適正規模校

6学級以上

小規模校

2学級以下

適正規模校

3学級以上

中学校

小規模校

5学級以下
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学校は地域コミュニティの核としての役割を有することから、学校規模の適正化につ

いては、地域住民の理解や協力を得ながら進めていくことが重要です。 

さらに、学校の配置にあたっては、児童・生徒の通学条件を考慮することが必要です。

通学距離の延長に伴い、教育条件を不利にする可能性もあるため、地域の実情を踏まえ

た適切な通学条件や手段、通学区域の決定が必要となります。 

小規模校には良い点とそうでない点がありますが、統合を行っても現状と変わらず小

規模校となる可能性もあります。 

 

 

 メリット デメリット 

小規模校 

◇ 児童・生徒と教師の距離が近く、一

人一人への理解がより深まる。 

◇ 意見や感想を発表できる機会が多く

なる。 

◇ 児童・生徒の特性に応じたきめ細や

かな指導が可能である。 

◇ 複式学級においては、教師が複数の

学年間を行き来する間、児童・生徒

が相互に学ぶ合う活動を充実させる

ことができる。 

◇ 児童・生徒の家庭の状況、地域の教

育環境などが把握しやすいため、保

護者や地域と連携した効果的な生徒

指導ができる。 

◇ 運動場や体育館、特別教室などが余

裕をもって利用できる。 

◆ クラス替えが全部又は一部の学年で

できない。 

◆ クラス同士が切磋琢磨する教育活動

ができない。 

◆ 協働的な学習で取り上げる課題に制

約が生じる。 

◆ 集団性が必要な活動に支障がでる。 

◆ 専門の免許を有する教諭等による教

科指導が困難である。 

◆ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等

の集団活動・行事の教育効果が下が

る。 

◆ 人間関係が固定化されている。 

◆ 教員と児童・生徒との心理的な距離

が近くなりすぎる。 

資料：公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き（平成 27 年 1 月）（文部科学省） 

 

 

(2) 統合化への展望 

宇佐市では、公立学校適正規模及び適正配置等検討委員会の開催し、学校規模の適正

化を検討していくこととしています。 

 

 

 

  

表：学校の規模によるメリット・デメリット 
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(3) 整備計画の方針 

本計画における現地調査等により把握した学校施設の状況を踏まえ、施設の規模・配

置計画等の方針を以下の通りとします。 

 

建築後２０年未満の学校施設については、適切な保全計画の下、現状の規模や機能の

維持管理を行います。なお、建築後２０年を目処に大規模改造を検討します。また、建築

後４０～５０年を目処に長寿命化改修を行います。 

 

※小規模校については、部位ごとの劣化箇所の修繕対応を行います。 
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２. 改修等の基本的な方針 

宇佐市の学校施設や設備の老朽化、不具合などの実態を踏まえ、「学校施設の目指すべき

姿」を持続的に実現していくための基本方針を次のように設定します。 

 

(1) 長寿命化の方針 

宇佐市の学校施設を整備していくにあたり、建物の老朽化に伴う維持管理コストが課

題となります。本計画を策定するには、財政面を考慮した上での中長期的な維持管理等

に係るトータルコストの縮減、予算の平準化を実現するための対策が重要になっていま

す。それには、建物を将来にわたって長く使い続けるために耐用年数を延ばすことを目

的とした長寿命化改修があります。 

一般に改修と言っても内容は様々であり、対象は部分なのか全体なのか、また改修内

容は元に戻すだけなのか、機能や性能を上げるものなのかで４つの概念に整理されます

が、「長寿命化改修」は建物全体を改修し、併せて性能向上を伴うものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、中には次のように長寿命化に適さない施設もあります。 

 劣化が激しく、改修に多額の費用がかかるため、改築した方が経済的に望ましい施設 

 改築までの期間が短く長寿命化改修を行うと、維持に係る費用が高くなる施設 

 コンクリート強度が著しく低い施設（おおむね１３.５Ｎ/mm2 以下） 

 校地環境または周辺環境の安全性が欠如している施設 

 学校の適正配置など地域の実情により改築せざるを得ない施設 

 

資料：学校施設の長寿命化改修の手引き（文部科学省） 
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 長寿命化改修では、基本的に建物の耐久性向上、建物の性能や機能を向上させるために

工事を行います。内容として以下のようなものが挙げられます。 

 

 構造躯体の経年劣化を回復するもの 

 コンクリートの中性化対策や鉄筋の腐食対策 など 

 耐久性に優れた仕上材へ取り替えるもの 

 劣化に強い塗装・防水材等の使用 

 維持管理や設備更新の容易性を確保するもの 

 水道、電気、ガス管等のライフラインの更新 

 

 安全・安心な施設環境を確保するもの 

 耐震対策（非構造部材を含む） 

 防災機能の強化 

 事故防止・防犯対策 など 

 

 地域コミュニティの拠点形成を図るもの 

 防災機能の強化 

 バリアフリー化 

 地域住民の利用を考慮した教室等

の配置の変更 など 

 教育環境の質的向上を図るもの 

 近年の多様な学習内容・学習形態への対応 

 今後の学校教育や情報化の進展に対応可能な柔軟な計画 

 省エネルギー化・再生可能エネルギーの活用 

 バリアフリー化 

 木材の活用 など 

 

 さらに、改築と長寿命化改修には、それぞれ次のようなメリットとデメリットがあります

が、長寿命化改修を行う方が、費用を大幅に縮減しつつ、改築と同等の効果が期待でき、費

用対効果は非常に大きくなります。 

 

 

 メリット デメリット 

改  築 

◇ 設計や施工上の制約が少ない。 

◇ 高層化や地下階の拡大が容易に可能、

設計や施工は比較的容易、耐震基準、

法規などについては最新のものに対

応は容易。 

◆ 廃棄物が大量に発生する。 

◆ 既存建物の解体と廃棄に費用と時間が

かかる。 

◆ 工事に時間と費用がかかる。 

長寿命化改修 

◇ 工期の短縮、工事費の縮減ができる。 

◇ 廃棄物が少ない。 

◆ 設計及び施工上の制約が多い。 

◆ 柱・耐力壁などの既存躯体を利用するた

めの間取りの変更に制約が生じる場合

がある。計画には十分な検討が必要。 

資料：学校施設の長寿命化改修の手引き（文部科学省） 

 

耐久性向上 

性能向上 

表：改築と長寿命化改修のメリット・デメリット 
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◇ 長寿命化の判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

現地目視調査及び材料試験

鉄骨造 木造

現地目視調査 現地目視調査

評価
項目

（例示）

 ◇ 筋かいのたわみ  ◇ 土台・柱・梁の腐朽

 ◇ 鉄筋腐食状況  ◇ 柱・梁の傾斜

 ◇ 非構造部材の取付部・  ◇ 床のたわみ、床鳴り

 　 設備・二次部材安全性  ◇ 屋根・外壁の漏水状況

 ◇屋根・外壁の漏水状況

 ◇ コンクリート圧縮強度

 ◇ 中性化深さ

 ◇ 鉄筋かぶり厚さ

 ◇ 鉄筋腐食状況

 ◇ 屋上・外壁の漏水状況

躯 体 の 詳 細 な 調 査

躯体の詳細な調査に加えて 

経済性や教育機能上などの観点から総合的に判断する。 

資料：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月 文部科学省） 

 
 

 
 

 
工 

事 

実 

施 

段 

階 

計 

画 

策 

定 

段 

階 

RC
造

S造
W造
等

耐震補強済
または

耐震診断で耐震性あり

コンクリート圧縮強度
13.5N/m㎡以下

概ね40年以上で
腐食や劣化の進行が

著しいもの

耐震基準

耐震補強

または、使用不可

旧耐震基準
新耐震基準

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

「長寿命化」として試算 「改築」として試算

「要調査」

建物

長寿命化 改築

判断
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(2) 予防保全の方針 

施設をできる限り長く使用するため、適切な維持管理を行っていくことが重要であり、

そのための整備方法として、「事後保全」と「予防保全」の２つがあります。 

「事後保全」は老朽化による劣化・破損等の大規模な不具合が生じた後に修繕等を行

うもので、従来の施設管理の多くで行われていました。一方、「予防保全」は損傷が軽微

である早期段階から予防的な修繕等を実施することで機能・性能の保持・回復を図り、こ

れにより突発的な事故が減少し、多額の費用の発生を抑えることができます。また、「予

防保全」では、計画的な修繕を行うことで、施設に不具合が生じる前にメンテナンスを施

し、従来の「事後保全」での整備と比較して施設を長く使用することができます。したが

って、学校施設の整備は今後「事後保全」から「予防保全」への転換を図る必要がありま

す。 

 

 

保 全 

建物や設備が完成してから取り壊すまでの間、その性質や機能を良好な状

態に保つほか、社会・経済的に必要とされる性能・機能を確保し、保持し

続けること。保全のための手段として、点検・診断・改修等がある。 

 事 後 保 全 老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行う、事後的な保全のこと。 

予 防 保 全 

損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持・回復を図るために修

繕等を行う、予防的な保全のこと。なお、あらかじめ周期を決めて計画的

に修繕等を行う保全のことを「計画保全」という。 

 

  

表：学校施設の保全 
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(3) 目標使用年数の設定 

学校施設の鉄筋コンクリート造建物の法定耐用年数は４７年となっていますが、これ

は税務上、減価償却を算定するために設定されたものです。構造物としての物理的な耐

用年数はこれよりも長くなっています。社団法人日本建築学会の「建築物の耐久計画に

関する考え方」では、建築物全体の望ましい目標使用年数として、鉄筋コンクリート造の

学校の場合、普通品質で５０～８０年、高品質では８０～１００年とされています。 

これを踏まえ、学校施設の目標使用年数は、学校施設の長寿命化計画策定に係る手引

き（文部科学省）で示される７０～８０年を基本として設定します。なお、各施設の建築

時期は、財政負担の関係上、学校施設全体の事業量について平準化を図る必要があるた

め、目標使用年数７０～８０年から若干前後させる設定も必要となる場合があります。 

また、鉄骨造建物については、技術的な耐用年数の目安は特にありませんが、鉄骨構造

における防錆やボルトの締め付け力が維持される限り使用可能であると想定し、鉄筋コ

ンクリート造建物と同等の年数とします。 

  

表：建物用途／構造に応じた望ましい目標耐用年数の級 

表：級に応じた目標耐用年数の区分 

資料：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

学校・官庁 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 Ｙ60以上 Ｙ60以上

住宅・事務所・病院 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上

店舗・旅館・ホテル Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上

工場 Ｙ40以上 Ｙ25以上 Ｙ40以上 Ｙ25以上 Ｙ25以上 Ｙ25以上 Ｙ25以上

重量鉄骨

鉄骨造

ブロック造
れんが造

木造

構造種別

用途
高品質
の場合

普通の
品質の場合

高品質
の場合

普通の
品質の場合

軽量鉄骨

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

※Ｙは年数 

※Ｙは年数 

Ｙ150

Ｙ100

Ｙ60

Ｙ40

Ｙ25

50年

30～50年 30年

20～30年 20年

目標耐用年

範囲 下限

120～200年 120年

80～100年 80年

50～80年
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(4) 改修周期の設定 

学校施設整備の方針を、改築が中心の整備から長寿命化を図る方向へと転換し、あら

かじめ設定した目標使用年数まで使用することを目標に、適切な時期に改修を行います。 

今までの改築中心では、劣化や破損等の大規模な不具合が生じた際の改修（事後保全

的な改修）を行い目標とする使用年数で改築します。一方、長寿命化では、築２０年経過

後に原状回復のための改修（予防保全的な改修）を行い、目標使用年数の中間期（概ね４

０年後）に長寿命化改修を実施し、その後改築までの期間に再度原状回復のための改修

を行うこととなります。 

このように定期的に必要な改修を行うことで経年による劣化状況の回復だけでなく、

学校施設の機能・性能の低下を長期間放置することなく、社会的に必要とされる多様な

学習形態の水準まで引き上げることができるように取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：改築中心から長寿命化への転換イメージ 

資料：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月 文部科学省） 
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第 4 章 基本的な方針を踏まえた施設整備の水準 

 

１. 改修等の整備水準 

 長寿命化改修にあたっては、単に建築時の状

態に戻すのではなく、「安全面・耐用性」「機能

性・快適性」「環境面」を確保するための改修

を行います。 

 「安全性・耐用性」「機能性・快適性」の改

修では、構造体の長寿命化やライフラインの更

新等により建物の耐久性を高め、維持管理コス

トの縮減、計画的な支出による財政の平準化を

図ります。また、「環境面」の改修では多様な

学習形態による活動が可能となる環境の提供

など、現代の社会的な要請に応じるための改修

を行います。 

 

 

 

項 目 整 備 内 容 

安全性・耐用性を確保・維持するための改修 

構造体の長寿命化や内・外装仕上等の改修、

設備更新や必要な防災・防犯機能の付加等 

◇ 外装（屋上防水、外壁仕上材、躯体のク

ラック、鉄筋、浮き補修等） 

◇ 屋上・屋根（防水改修等） 

◇ 内装（床、壁、天井、間仕切り等） 

◇ 非構造部材の耐震対策 

◇ 防災機能 

◇ 防犯対策・事故防止対策 

機能性・快適性を確保・維持するための改修 

機能性や快適性等、学校生活の場として必要

な環境の確保・維持や、必要な社会ニーズに応

じた機能付加等 

◇ 受変電、照明設備等更新 

◇ 設備（空調、給排水等） 

◇ ＩＣＴ設備 

◇ バリアフリー対応（段差の解消等） 

◇ トイレ改修（洋式化、乾式化） 

環境面を確保・維持するための改修 

断熱や遮音等による環境面の向上や省エネ

化によるコスト削減等 

◇ 断熱性能の向上（壁、開口部等） 

◇ 遮音性能の向上（壁、開口部等） 

◇ 設備の高効率化 

（LED 化、エアコン設置等） 

 

表：改修工事等における整備内容例 

改修等の
整備水準

安全性・耐用
性を確保・維
持するための

改修

環境面を確
保・維持する
ための改修

機能性・快適
性を確保・維
持するための

改修

図：整備水準の考え方 
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長寿命化改修では、整備水準を高めるほどコストは高くなりますが、建物性能の向上に

より建物寿命が延びたり、設備機能の向上により光熱水費の縮減につながります。 

以下に示す整備水準において、Ａレベルは省エネ型で整備水準が最も高く、Ｃレベルは

従来の整備水準にほぼ相当します。整備水準のＢレベルを基本レベルとして設定しますが、

現在の仕様、建物の劣化状況、改修内容等により整備水準を柔軟に変更します。また、ライ

フサイクルにおけるコストの試算を行い、予算の見通しを踏まえた整備水準の設定を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：校舎・体育館等の整備水準 

図：主要な設備の整備水準 

部位

外部
仕上

アスファルト防水
(保護材・断熱材敷設)

シート防水
(保護材・断熱材敷設) シート防水

(保護材敷設)
塗膜

アスファルト防水
(保護材敷設)

サッシ交換
(複層ガラス等)

既存サッシのガラス交換
(複層ガラス等)

既存サッシの
日射調整フイルム貼り

既存のまま

フッ素系塗料 シリコン系塗料 ウレタン系塗料 アクリル系塗料

既存のまま

手すり・スロープ設置
ＥＶ設置

手すり・スロープ設置 既存のまま

日射抑制措置
(庇等)

既存のまま

手すり等の鉄部塗装

内部
仕上

内装の全面撤去・更新
(木質化)

内装の全面撤去・更新
(一般型)

床補修
壁・天井塗替え

改修メニュー（整備レベル）高 低

屋根・屋上

外壁（塗膜）

外部開口部

バリアフリー化

その他

内部仕上

Aレベル CレベルBレベル

部位

電気
設備

受変電設備交換(容量増大)
自家発電設備設置

受変電設備交換
(容量増大)

受変電設備交換
(容量不変)

既存のまま

既存のまま照明器具交換

機械
設備

給水設備改修
雨水・中水利用

災害時飲料用受水槽設置

給水設備改修
雨水・中水利用

給水設備改修 既存のまま

既存のまま

体育館・教室等
空調設備設置

(冷暖房)

教室等
空調設備設置

(冷暖房)

教室等
空調設備設置

(冷房のみ)
既存のまま

衛生
設備

内装の全面撤去・更新
(ドライ化)

多目的トイレ設置

内装の全面撤去・更新
(ドライ化)

床補修
壁・天井塗替え

(ドライ化)

ＬＥＤ照明に交換
(昼光制御センサー付)

ＬＥＤ照明に交換
(センサーなし)

改修メニュー（整備レベル）高 低

受変電設備

照明器具

給水設備

冷暖房設備

トイレ

Aレベル Bレベル Cレベル
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【長寿命化改修のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：学校施設の長寿命化改修に関する事例集（文部科学省）
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【改修工事代表例（躯体・外壁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：資料：持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会（国土交通省）
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【改修工事代表例（屋上防水・仕上げ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：資料：持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会（国土交通省）

 防水 
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２. 維持管理の項目・手法等 

(1) 維持管理の必要性 

学校施設は、児童・生徒の学習・生活の場であるため、十分な安全性・機能性を有する

ことが求められます。 

しかし、建築当初には確保されているこれらの性能も、経年劣化等により必要な性能

を満たさなくなっているおそれがあることから、学校施設の管理者においては、当該施

設が常に健全な状態を維持できるよう、法令等（建築基準法、消防法等）に基づいて定期

的に点検を行い、必要な修理・修繕等を速やかに実施し、適切に維持管理を行っていくこ

とが必要です。 

また、学校施設を適切に維持管理するためには、施設の管理者と学校の教職員がそれ

ぞれの立場に応じて点検等を行うことが重要です。 
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(2) 維持管理の項目 

施設の維持管理については、関係者が日常的に点検を行い、建物の劣化状況等を早い

段階で把握できるようにするとともに、建築基準法等に基づいて、「定期的な点検の実施」

と「点検結果に基づく必要な修繕等」を行うことが義務付けられています。 

「定期的な点検の実施」は、建築基準法や消防法に基づき定められた点検項目等につ

いて、専門的な知識を持った有資格者に、一定の期間ごとに点検を実施させることとな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表：建築基準法に基づく法定点検 

点検内容 点検内容

不陸、傾斜等 劣化・損傷

排水 劣化・損傷

通路の確保、支障物 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷、作動

劣化・損傷

基準適合性

劣化・損傷、沈下 物品放置

躯体等 劣化・損傷 劣化・損傷

外装仕上材 劣化・損傷 劣化・損傷

窓サッシ等 劣化・損傷 防煙壁 劣化・損傷

非煙設備 作動、排煙口

劣化・損傷 進入口等 維持保全

劣化・損傷 照明装置 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷

劣化・損傷 劣化・損傷煙突

排煙設備等

非常時の
設備等

Ｆ. その他

特殊構造等（免震構造等）防火区画

内壁 避雷設備

Ａ. 敷地及び地盤

Ｂ. 建築物の外部

外壁

居室の採光及び換気

Ｅ. 避難施設等

居室から地上への通路

廊下、出入口

避難上有効なバルコニー

階段

防火設備

照明器具、懸垂物等

点検する項目 点検する項目

Ｄ. 建築物の内部

床

天井

基礎・土台

屋上面、屋上周り

地盤

敷地

敷地内通路

塀

擁壁

Ｃ. 屋上及び屋根

Ｄ. 建築物の内部

機器及び工作物
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また、日常的に維持管理を行うことで、建物の劣化状況を詳細に把握できるとともに、

より早く異常に気付くことができるため、施設の状況に応じた維持、予防保全による改

修の内容や時期の検討が早期に可能となります。 

 

 

点検分野 項目 内    容 期間 点検者 

日常的な 

維持管理

のための

点検 

清掃 

◇ 汚れを除去すること及び汚れを予防す

ることにより仕上材を保護し、快適な環

境に保つための作業 

毎日 各学校 

保守 

◇ 点検の結果に基づき、建築物等の機能の

回復又は危険の防止のために行う消耗

部品の交換、注油、塗装、その他これら

に類する軽微な作業 

毎日 各学校 

日常 

点検 

◇ 目視、聴音、触接等の簡易な方法により、

巡回しながら日常的に行う点検 

◇ 機器及び設備について、異常の有無、兆

候を発見 

毎月 各学校 

定期的な 

維持管理

のための

点検 

自主 

点検 

◇ 機器及び設備の破損、腐食状況を把握

し、修理・修繕等の保全計画の作成 
1 年 

教育 

委員会 

法定 

点検 

◇ 自主点検では確認できない箇所や、法的

に定められた箇所に関して、専門業者に

より点検 

◇ 当該点検を実施するために必要な資格

又は特別な専門知識を有する者が定期

的に行う点検 

建築物 

3 年 

 

設備等 

1 年 

教育 

委員会 

臨時的な 

維持管理

のための

点検 

臨時 

点検 

◇ 日常、定期点検以外に行う臨時的な点検 

◇ 建築物等の部分について、損傷、変形、

腐食、異臭、その他の異常の有無を調査

し、保守又はその他の措置が必要か否か

判断 

随時 各学校 

 

  

表：維持管理のための点検 
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(3) 点検・評価結果の蓄積 

施設の予防保全管理に日常的に取り組む上で、建物の定期的な点検により老朽化の状

況を把握し、改修履歴を含めた施設の情報をデータベース化し、随時更新していくこと

により、長寿命化を図るための大規模改修を計画的かつ円滑に行うように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：点検・評価結果のデータベース化（イメージ） 

学 校 施 設 等 管 理 台 帳 老 朽 化 状 況 の 実 態 調 査 結 果

◇　配置図、平面図

　◇　建物：目視調査、写真記録

　◇　電気・機械設備：経過年数

◇　建物用途（校舎、体育館等）

◇　構造、階数、面積

◇　建築年、築年数

◇　改修履歴

施 設 改 修 等 の 要 望 日 常 的 ・ 定 期 的 な 点 検

◇　施設管理者からの改善等の要望事項 ◇　点検結果をデータベースに適宜反映

施設別棟別
学校施設等データベース

建物状態に関するデータの一元管理

◇　構造、階数、面積、建築年数

◇　改修履歴

◇　棟別劣化状況

◇　健全性評価

◇　改修等の緊急性
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第 5 章 長寿命化の実施計画 

 

１. 施設評価及び優先順位 

(1) 施設評価 

宇佐市の小学校６６棟、中学校３２棟の合計９８棟の建物に対して行った劣化状況評

価の健全度で、劣化等が進み、健全度が６０点未満となっている建物２９棟について、健

全度が低い方から並べると次のようになっています。 

 

表：健全度 60 点未満の建物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 施設名 建物名 棟番号 構造 階数
延床
面積
(㎡)

築年数
健全度
(点)

1 宇佐小学校 管理教室棟 010 RC 3 1,250 47 30

2 深見小学校 屋内運動場 010 S 1 533 43 34

3 佐田小学校 屋内運動場 010 S 1 533 41 34

4 安心院中学校 屋内運動場 008 S 1 1,000 44 34

5 西部中学校 管理棟 002 RC 3 2,227 48 35

6 津房小学校 屋内運動場 013 S 1 630 42 36

7 長峰小学校 屋内運動場 009 RC 1 544 40 40

8 糸口小学校 屋内運動場 010 RC 1 544 41 40

9 四日市北小学校 屋内運動場 010 RC 2 1,106 42 43

10 駅川中学校 屋内運動場 014 RC 1 755 41 43

11 西馬城小学校 管理教室棟 001-1 RC 2 1,102 49 46

12 西部中学校 普通教室棟 001 RC 3 2,909 48 46

13 豊川小学校 管理教室・特別教室棟 009 RC 3 2,060 37 49

14 四日市南小学校 教室棟 003 RC 3 2,606 35 49

15 駅川中学校 普通教室棟 017 RC 3 1,737 37 49

16 宇佐小学校 普通教室棟 011 RC 2 675 47 49

17 西部中学校 渡り廊下 003 RC 2 260 48 51

18 横山小学校 管理教室棟 001-2 RC 3 543 55 52

19 南院内小学校 管理教室、特別教室棟 001 RC 3 1,655 47 52

20 南院内小学校 屋内運動場 003 S 1 504 46 52

21 院内中部小学校 管理棟及び教室棟 001 RC 3 1,955 41 52

22 院内中部小学校 屋内運動場 003 RC 1 629 41 52

23 院内中学校 屋内運動場 003 S 2 1,027 50 52

24 宇佐小学校 屋内運動場 014 RC 1 561 43 55

25 駅館小学校 特別教室棟 008-1 RC 2 765 45 57

26 八幡小学校 屋内運動場 006 S 1 480 46 57

27 西部中学校 屋内運動場 007 S 2 955 44 57

28 横山小学校 屋内運動場 007 RC 2 638 39 57

29 横山小学校 管理教室棟 001-1 RC 3 551 56 59

管理・特別教室棟 
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(2) 改修等の優先順位 

改修等を行う建物は、健全度の低い建物かつ建築年の古い建物から順次行うことを基

本とします。 

健全度が６０点未満の建物は、劣化状況調査で老朽化が進行していたり、設備等が建

築後に一度も更新されていないためＤ評価が多くあります。これらに対しては緊急性を

要する建物として扱うため、なるべく早い時期の長寿命化改修や部位修繕を検討します。 

また、各学校のトイレ改修、老朽化が進んでいるプール及び一部の小規模施設につい

ても、順次整備を進めていくこととします。 
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２. ライフサイクルコストの算定 

現在の学校施設を今後も保有し続け、改修を行いながら耐用年数経過後に現在と同じ

規模の改築を行うとした場合（事後保全型の維持・管理）と、適切な時期に長寿命化改修

を行い、計画的に施設の長寿命化を図った場合（予防保全型の維持・管理）について、国

のライフサイクルコスト（以下、ＬＣＣ※）算出の考え方に基づき、ＬＣＣの縮減効果を

算出します。 

ＬＣＣの算出は、長寿命化改修を実施せず建築後５０年で改築する場合と、長寿命化

改修を実施し建築後８０年で改築する場合のそれぞれについて、当初の建築時点から次

回の改築までに要するコストを比較・検討しています。 

学校施設のコスト試算にあたっては、宇佐市公共施設等総合管理計画より学校教育系

施設の改築単価を用いて単価設定を行いました。 

 

表：改築単価の設定根拠 

 

 

 

 

 

※ ＬＣＣとは、建築物の企画設計段階、建設段階、運用管理段階及び解体再利用段階の

各段階のコスト（費用）の総計のこと。 

  ・長寿命化改善を実施しない場合 ⇒ コストは少ないが、使用年数も短い 

  ・長寿命化改善を実施した場合  ⇒ コストは高いが、使用年数も長い 

 

  

単価表 改築

学校教育系施設 33万円/㎡ 
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改築単価を基に、文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書付属エク

セルソフト」（以下、「付属エクセルソフト」という）の割合を使用して、以下のように各

施設の単価を設定しています。また、改築、長寿命化改修、大規模改造などコスト試算の

条件設定を行っています。 

 

表：試算のための単価設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：コスト試算条件 

 

 

 

 

 

 

 

※ コスト試算条件は付属エクセルソフトのプログラムで設定されている 

  

基準年度

改築

長寿命化改修

大規模改造

部位修繕

事後保全型（従来型） 予防保全型（長寿命化型）

令和２（2020）年度　試算期間：基準年度の翌年度から40年間

50年 長寿命化80年（50年＋30年）

－ 築40年目

20年 築20年目

－ Ｃ評価：10年以内　Ｄ評価：5年以内

割合 割合 割合 割合

100.0% 330,000 円/㎡ 100.0% 330,000 円/㎡ 100.0% 330,000 円/㎡ 100.0% 330,000 円/㎡

60.0% 198,000 円/㎡ 60.0% 198,000 円/㎡ 60.0% 198,000 円/㎡ 60.0% 198,000 円/㎡

25.0% 82,500 円/㎡ 22.0% 72,600 円/㎡ 22.0% 72,600 円/㎡ 25.0% 82,500 円/㎡

屋根・屋上 3.5% 11,550 円/㎡ 3.0% 9,900 円/㎡ 3.0% 9,900 円/㎡ 3.5% 11,550 円/㎡

外壁 5.1% 16,830 円/㎡ 3.5% 11,550 円/㎡ 3.5% 11,550 円/㎡ 5.1% 16,830 円/㎡

内部仕上 5.6% 18,480 円/㎡ 5.6% 18,480 円/㎡ 5.6% 18,480 円/㎡ 5.6% 18,480 円/㎡

電気設備 4.0% 13,200 円/㎡ 4.8% 15,840 円/㎡ 4.8% 15,840 円/㎡ 4.0% 13,200 円/㎡

機械設備 3.7% 12,210 円/㎡ 1.7% 5,610 円/㎡ 1.7% 5,610 円/㎡ 3.7% 12,210 円/㎡

部
位
修
繕

改築

長寿命化改修

大規模改造

設定単価 設定単価 設定単価 設定単価

校　舎 体育館 武道場 その他

※工事種別毎のコスト試算について 

長寿命化改修 

・評価が全て"Ｂ"以下の場合 

  長寿命化改修単価（円）×施設面積（㎡） 

・評価に"Ａ"が含まれている場合 

  長寿命化改修単価（円）×施設面積（㎡）－「該当部位（複数の場合全て）」単価（円）×施設面積（㎡） 

 

部位修繕 

 評価が"Ｃ"以下の該当部位（"Ｂ"以上は計算しない）×施設面積（㎡） 

 

大規模改造及び改築 

 大規模改造（若しくは改築）単価（円）×施設面積（㎡） 
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前述の条件に基づき、付属エクセルソフトを使用して、４０年間の事後保全型（従来

型）と予防保全型（長寿命化型）の維持・更新コストを算出しました。 

事後保全型（従来型）の維持・更新を行った場合、４０年間の累計で５４０億円の費用

が発生し、平均で年間約１３億５０００万円が必要となります。 

一方、予防保全型（長寿命化型）で維持・更新を行った場合、４０年間の累計で４６７

億円の費用が発生し、平均で年間約１１億７０００万円が必要となり、事後保全型より

も７３億円（年間１億８０００万円）の費用を縮減することが出来ます。 

以上のことから、事後保全型の維持・管理から、予防保全型の維持・管理に移行するこ

とで、コストの削減を図ることができます。 

 

表：事後及び予防保全型の維持・更新コスト比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021～2030 2031～2040 2041～2050 2051～2060 40年間合計 40年間平均

140.0億円 154.0億円 132.0億円 113.0億円 540.0億円 13.5億円

144.0億円 96.0億円 80.0億円 147.0億円 467.0億円 11.7億円

4.0億円 ▲58.0億円 ▲52.0億円 34.0億円 ▲73.0億円 ▲1.8億円

事後保全型
（従来型）

予防保全型
（長寿命化型）

差　額
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図：今後の維持・更新コスト（従来型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

 

 

 

 

◇ ２０２１年～２０３０年までのコスト算出の考え方 

 
 
 
 
 

※以上の内容は付属エクセルソフトのプログラムで設定されている 

0

5

10

15

20

25

30

H

27

29 R

元年

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

（億円）

（年度）

10年間 10年間

9.6億円/年

10年間

8億円/年

10年間

14.7億円/年

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

14.4億円/年

対象建物
98棟

11.4万㎡

40年間の総額

467億円

40年間の平均

12億円/年

1.5倍

過去の

施設関連経費
7.6億円/年

長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 縮減費

 11.7 億円/年 

0

5

10

15

20

25

30

H

27

29 R

元

年

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

（億円）

（年度）

10年間 10年間

15.4億円/年

10年間

13.2億円/年

10年間

11.3億円/年

今後の維持・更新コスト（従来型）

40年間の総額

540億円

14億円/年

対象建物

11.4万㎡

98棟

40年間の平均

13.5億円/年

1.8倍

過去の

施設関連経費

7.6億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

※ 計算上の理由により、１０年間の平均コストの合計と４０年間の総額は必ずしも一致しない 

※ ２０２１年以降の「その他施設関連費」「維持修繕費」「光熱水費・委託費」は、２０１５年～２０１９年

の平均額としている 

工種

改築 2021年の時点で改築及び長寿命化改修の実施年数より古い建物は、

長寿命化 今後10年以内に改築又は長寿命化を実施するものとし、該当コストの10分の1の金額を10年間計上

2021年の時点でC評価の部位：今後10年以内に修繕するものとし、該当コストの10分の1の金額を10年間計上

2021年の時点でD評価の部位：今後5年以内に修繕するものとし、該当コストの5分の1の金額を5年間計上

内容

部位修繕
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３. 事業計画策定 

(1) 今後１０年間の事業計画 

本計画では、第二次宇佐市総合計画（後期基本計画）、宇佐市公共施設等総合管理計画

及び宇佐市教育振興基本計画（改訂版）を基本的な方針とし、従来型と長寿命化型とのコ

スト比較にて長寿命化型の効果があることから、将来にわたり継続活用する学校を対象

に長寿命化を施し延命措置を行うことを計画の基本とします。 

１０年間の事業計画は、築年数や健全度が６０点未満の建物（老朽化の進んでいる西

部中学校校舎（普通教室棟、管理棟、渡り廊下）及び宇佐小学校校舎（管理教室棟、普通

教室棟）を優先的に実施、また、駅館小学校の特別教室棟は一体施設として実施）から整

備内容を計画し、事業費の平準化を図ったうえで、学校施設ごとに順次整備を行います

（トイレの洋式化等の改修及び老朽化が進んでいるプールの改修も順次整備）。その結果、

１０年間の総事業費は６７億円（年当たりの平均は約６億７０００万円）となります。 

今後の学校再編の検討により統合等の実行性が明確となった際には、事業計画の見直

しを行います。 

 

 ① 予防保全による維持管理および大規模改造の検討 

比較的建築年度が新しく建物の状態が良好な学校施設については、適切な管理を施し、

現状の規模や機能の維持管理を行います。また、築２０年を迎える際には予防保全を目

的とした大規模改造を検討します。 

 

 ② 長寿命化改修による延命措置の実施 

長寿命化改修は、適正規模の小・中学校（小規模校は部位修繕対応）及び築年数が４

０年程度で、今後の継続活用が見込まれる学校施設について実施します。なお、築５０

年以上経過した学校施設については、改築の目安となる築８０年まで３０年以内である

ことから、コスト面を考慮し長寿命化改修を実施しないこととします。また、築年数が

４０年程度でも劣化状況調査による評価がＡおよびＢ判定の建物については、この１０

年間で適切な維持管理を行い、次期計画で検討することとします。 

長寿命化改修は、調査・設計・施工と複数年度にわたり費用がかかることから、工事

期間を２年間で行うこととします。 

 

 ③ 小規模校の部位修繕対応 

小規模校については、建物の築年数や改善履歴、劣化状況調査による評価を基に、Ｄ

判定箇所をメインに部位修繕を行います。 
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※築年数は２０２０年時点 

※健全度６０点未満の施設（３０駅館小学校の特別教室棟は２５と一体の施設のため対象とする）を抽出しています。 

表：改修施設一覧（健全度順） 

 

 

 

 

 

 

 

表：今後 10 年間の総事業費  

（単位：千円）

屋根 外壁 内部 電気 機械 健全度

1 208 宇佐⼩学校 管理教室棟 010 1,250 47 A C D C D 30 長寿命化改修 －

2 514 深⾒⼩学校 屋内運動場 010 533 43 D C C C D 34 部位修繕 屋根、外壁、機械設備

3 519 佐⽥⼩学校 屋内運動場 010 533 41 D C C C D 34 部位修繕 屋根、外壁、機械設備

4 3757 安⼼院中学校 屋内運動場 008 1,000 44 D C C C D 34 長寿命化改修 －

5 3598 ⻄部中学校 管理棟 002 2,227 48 C B D C D 35 長寿命化改修 －

6 517 津房⼩学校 屋内運動場 013 630 42 C C C C D 36 部位修繕 屋根、外壁、機械設備

7 196 ⻑峰⼩学校 屋内運動場 009 544 40 C C C C - 40 部位修繕 屋根、外壁

8 199 ⽷⼝⼩学校 屋内運動場 010 544 41 C C C C - 40 長寿命化改修 －

9 202 四⽇市北⼩学校 屋内運動場 010 1,106 42 B C C C - 43 長寿命化改修 －

10 3603 駅川中学校 屋内運動場 014 755 41 B C C C - 43 長寿命化改修 －

11 209 ⻄⾺城⼩学校 管理教室棟 001-1 1,102 49 C B C C D 46 部位修繕 屋上、機械設備

12 3598 ⻄部中学校 普通教室棟 001 2,909 48 C B C C D 46 長寿命化改修 －

13 211 豊川⼩学校 管理教室・特別教室棟 009 2,060 37 C C C B B 49 長寿命化改修 －

14 540 四⽇市南⼩学校 教室棟 003 2,606 35 C C C B B 49 長寿命化改修 －

15 3603 駅川中学校 普通教室棟 017 1,737 37 C C C B B 49 長寿命化改修 －

16 208 宇佐⼩学校 普通教室棟 011 675 47 B B C C D 49 長寿命化改修 －

17 3598 ⻄部中学校 渡り廊下 003 260 48 C B C C - 51 長寿命化改修 －

18 197 横⼭⼩学校 管理教室棟 001-2 543 55 A B C C D 52 部位修繕 機械設備

19 510 南院内⼩学校 管理・特別教室棟 001 1,655 47 A B C C D 52 部位修繕 機械設備

20 510 南院内⼩学校 屋内運動場 003 504 46 A B C C D 52 部位修繕 機械設備

21 536 院内中部⼩学校 管理棟及び教室棟 001 1,955 41 A B C C D 52 部位修繕 機械設備

22 536 院内中部⼩学校 屋内運動場 003 629 41 A B C C D 52 部位修繕 機械設備

23 3752 院内中学校 屋内運動場 003 1,027 50 A B C C D 52 長寿命化改修 －

24 208 宇佐⼩学校 屋内運動場 014 561 43 B B C C - 55 長寿命化改修 －

25 210 駅館⼩学校 特別教室棟 008-1 765 45 B A C C D 57 長寿命化改修 － ※008-2と⼀体

26 201 ⼋幡⼩学校 屋内運動場 006 480 46 A B C C - 57 長寿命化改修 －

27 3598 ⻄部中学校 屋内運動場 007 955 44 A B C C - 57 長寿命化改修 －

28 197 横⼭⼩学校 屋内運動場 007 638 39 D C B B - 57 部位修繕 屋根、外壁

29 197 横⼭⼩学校 管理教室棟 001-1 551 56 A A C C D 59 部位修繕 機械設備

30 210 駅館⼩学校 特別教室棟 008-2 171 40 B A C C - 63 長寿命化改修 － ※008-1と⼀体

備考
通し
番号

学校
調査
番号

施設名 建物名 棟番号
延床
面積
（㎡）

築年数
劣化状況評価 今後10年間の

工事種別
部位修繕

（千円）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

建物 371,000 371,000 857,000 467,000 410,000 462,000 430,000 269,000 372,000 275,000 4,284,000

その他施設 13,000 13,000 23,000 10,000 0 0 0 0 0 0 59,000

トイレ 33,000 68,000 115,000 152,000 134,000 103,000 102,000 135,000 202,000 141,000 1,185,000

プール 65,000 145,000 160,000 145,000 145,000 160,000 145,000 145,000 80,000 0 1,190,000

年計 482,000 597,000 1,155,000 774,000 689,000 725,000 677,000 549,000 654,000 416,000 6,718,000

小計
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(2) 事業推進のための財源 

学校施設の改造、改修、改築を支援するため、国では「義務教育諸学校等の施設費の国

庫負担等に関する法律」等に基づき、公立学校施設の整備に関する補助事業を定め、支援

を行っています。学校施設の整備にあたっては、これらの補助事業を活用しながら必要

な対応に取り組んでいきます。 

 

表：国庫補助関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校施設の長寿命化改修に関する事例集（平成 29 年 3 月時点）より 

 

 

 

 

建物の耐久性を高めるとともに、

現代の社会要請に応じた施設への

改修

経年により、通常発生する学校建

物の損耗、機能低下に対する復旧

措置等

構造上危険な状態にある建物や、

教育を行うのに著しく不適当な建

物で特別の事情があるものの改築

２６．７％ ６６．７％ ２６．７％

３３．３％ ３３．３％ ３３．３％

４０．０％ なし ４０．０％

なし ２億円 なし

７，０００万円 ７，０００万円 なし

改築単価（約１８万円/㎡）×６０％ 改築単価（約１８万円/㎡）×５３％ 改築単価（約１８万円/㎡）

対象になる 対象にならない 対象になる

構造体の劣化状況等について調査

を行い、劣化対策を要すると学校

設置者が判断するもの

外部及び内部の両方を同時に全面

的に改造するもの

【危険建物の改築】耐力度調査の

結果、基準点以下となったもの

【不適格建物の改築】Ｉｓ値がお
おむね０.３に満たないもの、又は

保有水平力に係る指標（ｑ）の値
がおおむね０.５に満たないもの

４０年以上 ２０年以上 －

３０年以上 ３０年未満でも可 －

原則建物一棟全体
※更新済みのものや、将来計画的に更

新することが決まっているものは除く

内部・外部のいずれかの施工割合
が７０％以上、もう一方が５０％

以上
－

実施 実施しなくてもよい －

実施 実施しなくてもよい －

原則実施 実施しなくてもよい －

長寿命化改良事業 大規模改造（老朽） 改築を行う事業

改修範囲

その他長寿命化に

必要な工事

構造体の長寿命化

ライフラインの更新

趣旨

実質的な地方負担

交付金算定割合

上限額

下限額

地方財政措置

補助単価

解体費（減築）

補助要件

築年数

使用年数
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第 6 章 長寿命化計画の継続的運営方針 

 

１. 情報基盤の整備と活用 

(1) 施設カルテ及び建物目視調査票の作成 

本計画を策定するにあたって収集した学校施設の基礎資料や、屋根・屋上、外壁、内部

等の建物目視調査結果を、以下のような構成で施設カルテとして作成しています。 

 

表：施設カルテの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) データベース及び簡易マニュアルの作成 

施設カルテの情報は、データベース化し、パソコン上で閲覧でき、情報の一元化、共有

化、継続化を図れるようにし、職員の誰もが簡単に操作できる簡易マニュアルを作成し

ます。 

 

(3) データベースの活用 

管理データベースは、今後の維持管理の効率化や最適化を図るとともに、改築や改修

計画等の基礎的データとして、長期にわたり活用していきます。 

  

【学校施設別】

【棟別】

外部

内部

電気・機械

改善履歴 年度、種別、工事名称、費用

評
価
表

劣化状況（屋根・屋上、外壁）、劣化状況部位写真

劣化状況（床・壁・天井、内部建具、間仕切等、照明器具、エアコ
ン）、劣化状況部位写真

－

年度別経常経費
（施設整備費、光熱水費、修繕費、委託費、年間コスト）

基本情報
施設名、棟名、調査番号・棟番号、学校種別、建物用途、建築年度・築
年数、構造、階数、延床面積、耐震基準、耐震診断、耐震補強

設備情報
生活環境（トイレのドライ化、木質化）、省エネ化（太陽光発電、屋上
緑化）、バリアフリー（エレベーター、多目的トイレ、点字ブロック、
手すり、スロープ）

コスト状況

図面等 施設全景写真、位置図、施設配置図

施設状況
学校種別、所管課、所在地、延床面積、校地面積、避難場所指定、避難
場所想定収容可能人員、施設保有状況、土地保有状況、複合施設区分

運営情報 運営方法、学校規模（規模分類、児童・生徒数、学級数）
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２. 推進体制等の整備 

本計画に基づいて、担当部署と各小・中学校の関係者が協力・連携を図りながら、必要な

改修等を計画的・効率的・継続的に取り組んでいくことが必要です。さらに、他の公共施設

の長寿命化計画との関係や財政状況、改修の検討に必要な技術的支援など、関係各課と協

議・協力しながら推進していくことが重要であるため、学校施設の長寿命化を実行的に推

進するための体制を構築し、取り組んでいきます。 

 

 

関係各課 

 

〇 各種施設の長寿命化計画策定推進 

〇 改修等に関わる技術的支援 

〇 予算管理 

 

 

 

教育委員会 

 

〇 教育ビジョンの検討・策定 

〇 学校施設長寿命化計画の策定・見直し 

〇 学校施設データベースの整備・更新 

〇 改修等の実施担当 

〇 学校施設の開放利用、複合利用の支援 

 

 

 

小中学校 

 

〇 日常的な点検の実施・報告 

〇 修繕・改修等の要望 

〇 学校施設の開放利用、複合利用の検討 

 

図：学校施設長寿命化の推進体制 

 

 

  

協議・協力 

協力・支援 
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３. フォローアップ 

効率的・効果的な施設整備を進めていくためには、本計画に基づき適切な改修や維持管

理を行うだけではなく、常に施設の現状を把握し、問題点を検証・改善するとともに、計画

の進捗状況や目標達成状況を正確に把握するというＰＤＣＡサイクルを確立し、的確にフ

ォローアップをしていきます。 

また、本計画は計画の進捗状況のフォローアップの結果や社会環境の変化等の状況を踏

まえ、必要に応じ見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：ＰＤＣＡサイクルイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

改善
次期計画に

必要な改善を反映

評価
整備による効果を検証・評価し、

整備手法等の改善点の課題を

整理

実施
計画に基づく適切な改修や

日常的な維持管理を実施

計画
施設の状況を把握した上で、

それを踏まえた

実施計画を策定

P D C A

サイクル

PLAN

DOCHECK

ACTION


